
１　総括

 (1) 人件費の状況（普通会計決算）

（注） １　人件費には、特別職に支給される給料、報酬等を含みます。

(2）職員給与費の状況（普通会計決算）

　　　　　　　

（注） １　職員手当には退職手当を含みません。

      ２　職員数は、平成２５年４月１日現在の人数です。

(３) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

（注） １　ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数（構成）を用いて、
　学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員の俸給月額を１００として計算した指数です。

 　　　
　　　 ２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものです。

３　平成24年度及び平成25年度は、国家公務員の時限的な（2年間）給与改定・臨時特例法による給与減額措置がないとした場合の値です。

　　　　　　　　　　　％

実 質 収 支

　　　　　　Ｂ　　　　　　Ａ

　　計　　Ｂ

　　　　　　　千円 　　　　　千円人　

4,397,978

25年度

11,948,418 20.2

　　　　　千円

熊谷市の給与・定員管理等について

24年度の人件費率

（参考）住民基本台帳人口

　　（平成26年1月1日） Ｂ／Ａ

人 件 費 率歳 出 額 人 件 費

千円

給与費 B/A

区　　分

　　　　　　％

59,068,033

千円

一人当たり給与費

20.3202,154

（参考）類似団体平均一人当たり給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費職員数

6,2451,039,176 1,919,8284,896,584

人 千円

給　 料

98.8

1,280

平成26年度

職員手当 期末・勤勉手当

7,855,588 6,137

　　　　　　Ａ

千円 　　　　　千円

区　　分

千円25年度

熊　谷　市 類似団体平均 全国市平均

103.5平成23年度 100.1

99.8 98.6

ラスパイレス指数が100を超えている原因は、初任給基準が国家公務員を上回ることなどが考えられるが、平成２４年度に実施し
た定期昇給抑制により、今後、低くなるものと見込んでいる。

平成24年度

平成25年度

103.5 99.9 98.8

103.0 99.5 98.5

102.3
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(４) 給与制度の総合的見直しの実施状況について
①給料表の見直し

実施内容

②地域手当の見直し

実施内容

（支給割合）国基準３％に対し、本市においても３％を支給。

3%

3%

3%

国基準により支給割合

本市の支給割合

平成２６年度
の支給割合

平成２７年度
の支給割合

（給料表の改定実施時期）　平成27年4月1日
（内容）　一般職の給料表について、国の見直しの内容を踏まえ、平均2.16％引下げた。また激変緩和のため、３年間（平成30年3月31日まで）の
経過措置（現給保障）を実施する。
　他の給料表についても、一般行政職給料表との均衡を踏まえて見直しを実施した。

2.84%
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２　職員の平均給与月額、初任給等の状況
 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成２６年４月１日現在）

　　　　①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

※　平均給料月額の（）内は、地域手当（熊谷市3％、埼玉県7%、国18％（特別区）、類似団体5.21％（特例市平均））を加えて算出したものです。

　　　　②技能労務職

平均年齢

47.9 歳 117 人 円 円 円

うち業務職員 51.4 歳 35 人 円 円 円

うち清掃職員 44.2 歳 53 人 円 円 円

うち調理職員 55.3 歳 13 人 円 円 円

54.3 歳 380 人 円 円 円

50.1 歳 3,119 人 円 円 円

47.8 歳 170 人 円 円 円

※　平均給料月額の（）内は、地域手当（熊谷市3％、埼玉県7%、国18％（特別区）、類似団体5.21％（特例市平均））を加えて算出したものです。

＝ ＝

円

円

円

＝ ＝

－ －

＝ ＝

＝ ＝ ＝

うち業務職員 円 円

うち清掃職員 円 円

うち調理職員 円 円

－

332,928

357,097

308,517

366,169

351,799

287,992

(342,915)

(367,809)

326,611

363,034

平均給与月額

（Ａ）

407,874

412,115

405,563

395,223

（国比較ベース）

361,860

385,697

339,710

386,569

388,945

374,667

377,946

387,979

平均給与月額平均給料月額

Ａ／Ｂ

2.07

平均給与月額

参　考

3,450,800

387,357325,647

1.87

288,100

　度に支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値です。

6,620,880

※　年収ベースの「公務員（C）」及び「民間（Ｄ）」のデータは、それぞれ平均給与月額を１２倍したものに、公務員においては前年

平均給料月額

廃棄物処理業従業員

(342,613)

(352,067)

(366,040)

(395,300)

(343,686)

1.41

調理士

2,747,000

257,600

（Ｄ）

－

埼玉県 405,429

54.3歳

類似団体

公務員

1.53

＝

＝

国

（Ｂ）

埼玉県

43.5

民　　間

用務員

熊谷市

の類似職種

対応する民間

＝

区　　分 職員数

43.6

404,265

類似団体

342,094

熊谷市 341,813

415,305

－

431,166

335,000国

43.3

408,472

326,66742.3

＝

平均年齢

199,300

44.7歳

＝

民間

（国比較ベース）

公　務　員

平均給与月額平 均 年 齢 平均給与月額区　　分

(377,154)

(376,424)

(339,830)

(317,772)

※　民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用しています。（平成23～25年の３か年平均）

　 にはアルバイト等の非正規職員を含んだ状況であり、経験年数、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているも

6,469,276

2.41

区　　分

※　技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、熊谷市職員はアルバイト等を除く正規職員であるのに対し、民間従業員

熊谷市

3,939,100

－

＝

参　　考

42.6歳

6,237,156 1.58

（Ｃ）

年収ベース（試算値）の比較

Ｃ／Ｄ

   のではありません。

3



　　　③教育職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

※　平均給料月額の（）内は、地域手当（熊谷市7％、埼玉県7%、類似団体5.21％（特例市平均））を加えて算出したものです。

④消防職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

※　平均給料月額の（）内は、地域手当（熊谷市3％、類似団体5.21％（特例市平均））を加えて算出したものです。

（注） １　「平均給料月額」とは、平成２６年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。
     ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手
　　　　 　当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされ
　　　　 　ているものです。　
　　　　　 　　また、「平均給与月額（国比較ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース（＝時間外勤務
　　　　 　手当等を除いたもの）で算出したものです。

（2) 職員の初任給の状況（平成２６年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

※（）内は、地域手当（熊谷市3％（教育職は7％）、埼玉県7%、国18％（特別区））を加えて算出したものです。

（3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成２６年４月１日現在）

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

※　経験年数の区分は、総務省の定める様式では１０年、２０年、２５年、３０年になっていますが、該当人数の少ない区分が多いため、

　地方公務員給与実態調査に基づく区分になっています。

－

405,356

－

平均給与月額

149,800

424,529

363,950

370,550

－

類似団体

－

42.8

－

327,585

－

区　　分 平 均 年 齢

（国比較ベース）

区　　分

374,829

類似団体

区　　　　　分

国 －

平均給料月額

埼玉県 360,672

－

403,596

314,448

172,200

－

－

361,552

336,364

273,367

教　育　職

技能労務職

293,128

高　校　卒

149,800

199,700

－

－

184,200

292,200

375,800

365,000

199,700

消　防　職

－

310,440

322,144

埼玉県

178,800

39.6 (337,412)

－

364,640

熊谷市

－

418,890

449,521

(338,927)

144,500

131,150－

41.3

区　　　　分

熊谷市

－

(213,679)

407,20539.5

146,700

178,800

(154,294) (156,969)

(330,830)

－

403,200

経験年数２０年以上２５年未満 経験年数２５年以上３０年未満

－

383,282

349,250

404,684

395,667

－

－

－

－

経験年数３０年以上３５年未満

435,039

403,600

376,294

－

378,046

－

高　校　卒

大　学　卒

経験年数１０年以上１５年未満

中　学　卒

高　校　卒

－

高　校　卒

－

409,850

214,600

239,600

一般行政職 大　学　卒

(159,032)

140,100

大　学　卒

熊　谷　市 埼　玉　県

154,400

平均給与月額

384,86343.7

平均給与月額平均給料月額

国

平 均 年 齢

443,187

国

－

362,864

－

－

(154,615) (165,318)

(189,726)

（国比較ベース）

平均給与月額

(184,164) (191,316) (203,196)

(154,294)

(140,330)

(213,679)

－

－ －

一般行政職

大　学　卒

高　校　卒

技能労務職

高　校　卒

中　学　卒

教　育　職

大　学　卒

高　校　卒

消　防　職

大　学　卒

高　校　卒

(396,408)

(385,919)
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３　一般行政職の級別職員数等の状況
（1) 一般行政職の級別職員数の状況（平成２６年４月１日現在）

（注） １　熊谷市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。

      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

  

　

413,000

247,300

354,700222,900

289,200

　　　　　　　　円

261,900

　　　　　　　　円

452,600

　　　　　　　　円

445,500

　　　　　　　　円

420,800

　　　　　　　　円

320,600

　　　　　　　　円

1号給の給料月額

　　　　　　　　円 　　　　　　　　円

516,500

　　　　　　　　円

475,100

　　　　　　　　円

366,200

　　　　　　　　円 　　　　　　　　円

５　　級

36

　　　　　　　　人
部長・局長

71

　　　　　　　　人

区　　分 標準的な職務内容

26

７　　級

73

8　　級

６　　級

課長・所長

307,800

（2) 昇給への勤務成績の反映状況

　　　　　　　　％

４　　級 係長

　　　　　　　　円　　　　　　　　円

135,600
事務員・技術員

２　　級

１　　級

３　　級 主任

主事・技師
106

　　　　　　　　人

　　　　　　　　％

　　　　　　　　人

27.5

　　　　　　　　円

14.7

202

　　　　　　　　人

主幹

　　　　　　　　人

　　　　　　　　人

108

副課長・副所長

　　　　　　　　人

113

9.7

3.5

　　　　　　　　％

　　　　　　　　％

　　　　　　　　％

15.4

　　　　　　　　％

　　　　　　　　％

9.9

構成比 最高号給の給料月額

　　　　　　　　円

4.9

185,800

　　　　　　　　％

14.4

　勤務の状況を反映しています。

職員数

１級 

4.9% 

１級 

3.6% 
１級 

2.7% 

２級 

14.4% 
２級 

13.4% 
２級 

6.3% 

３級 

14.7% 
３級 

16.7% ３級 

18.2% 

４級 

27.5% 

４級 

28.5% ４級 

30.7% 

５級 

15.4% 

５級 

14.9% ５級 

14.5% 

６級 

9.9% 

６級 

9.9% 
６級 

12.8% 

７級 

9.7% 

７級 

9.8% 
７級 

11.2% 

８級 

3.5% 

８級 

3.2% 

８級 

3.6% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成２６年４月1日の構成比 平成２５年４月1日の構成比 平成２１年４月1日の構成比 
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４　職員の手当の状況

（1) 期末手当・勤勉手当

千円 千円

（平成２５年度支給割合） （平成２５年度支給割合） （平成２５年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

 月分  月分  月分  月分  月分  月分

（ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置　 職制上の段階、職務の級等による加算措置　

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合です。

（2) 退職手当（平成２６年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

（注） 「退職手当の１人当たり平均支給額」は、平成２５年度に退職した職員に支給された平均額です。

 (3) 地域手当

（平成２６年４月１日現在）

千円

円

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

※ 　　 地域手当補正後ラスパイレス指数」とは、地域手当を加味した地域における国家公務員と
　地方公務員の給与水準を比較するため、地域手当の支給率を用いて補正したラスパイレス指数。

（補正前のラスパイレス指数×（１＋当該団体の地域手当支給率）／（１＋国の指定基準に基づく地域手当支給率）により算出。）

地域手当補正後ラスパイレス指数

（ラスパイレス指数）

102.5

（102.3）

【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職）

熊　　　　　谷　　　　　市

1,416

52.44

36.57

１人当たり平均支給額（平成２５年度）

30.82

支給対象地域 支給対象職員数

0.65

　管理職加算　１０～２５％

   役職加算　５～２０％   役職加算　５～２０％

埼　　　　　玉　　　　　県

１人当たり平均支給額（平成２５年度）

2.60 1.35

国

―

　管理職加算　１０～２５％

52.44

25,324

支給職員１人当たり平均支給年額（平成２５年度決算）

市内全域

52.44

（２％～４５％加算）

定年前早期退職特例措置

国

27.025

1.450.65

52.44

30.82

職制上の段階、職務の級等による加算措置　

2.60

0.65

1.35

　勤務の状況を反映しています。

21.62

〃

定年前早期退職特例措置

熊　　　　　　　　　　　谷　　　　　　　　　　　市

3

52.44

国の制度（支給率）支給率

支給実績（平成２５年度決算）

52.44

43.70

1,615

1.45

1.35

   役職加算　５～２０％

2.60

126,906

1,348

1.45

27.02521.62

43.70

36.57

3

7

9,569

37

173,481

（２％～２０％加算）
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 (4) 特殊勤務手当（平成２６年４月１日現在）

千円

　円

　％

し尿処理作業手当

55.7

植物防除作業手当

53,033

災害出勤手当

建設技術手当

火葬作業手当

下水道受益者負担金事務手
当

ごみ処理、下水溝渠清掃作
業手当

土木作業手当

保育業務手当

水路浚渫、側溝清掃、汚泥収集及
び舗装補修作業に従事する職

市立保育所において乳児又は幼
児の保育の業務に従事する職

税務事務手当

乳児又は幼児の保育業務

現にごみ処理作業に従事した
場合

行旅病人、同死亡人、変死人
取扱手当

現にし尿処理作業に従事した
場合

受益者負担金の徴収事務の
ための出張業務

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成２５年度）

行旅病人の取扱業務

土木作業に従事する職

風水震災等の災害対策業務
のため出動した場合

上記に関する出張業務

現に下水溝渠清掃作業に従
事した場合

下水溝渠清掃作業に従事する職

あかしあ育成園において指導及び
訓練の業務に従事する職

土木、建築又は電気の専門的技術
を有し、設計、測量、検査又は監督
に従事する職

風水震災等の災害対策業務のた
め出動する職

１日     750円

半日    200円

千円

農薬を使用しての植物の病害
虫防除作業

設計、測量、検査又は監督

市税の賦課徴収業務

１日     770円

3,051

社会福祉業務手当
指導、訓練の業務

現にスカム出し、沈砂除去作
業に従事した場合

定時収集業務に２人で従事し
た場合に加算

行旅病人の取扱業務に従事する
職員

行旅死亡人、変死人の取扱
業務

行旅死亡人、変死人の取扱業務に
従事する職員

現業社会福祉業務に従事する職

１件  1,000円

１日     650円

299

１月  5,000円

１日     200円

１日     850円
現に環境美化センターにおけ
るリサイクル作業に従事した場
合

5,325

千円543

2,529 千円

現業社会福祉業務

現にし尿くみ取り立合い、便
そう調査の作業に従事した場
合

主な支給対象業務

69,596

１日     850円（自動車運転）

手当の名称

支給実績（平成２５年度決算）

支給職員１人当たり平均支給年額（平成２５年度決算）

１日  3,000円

１日     300円

左記職員に対する支給単価

千円

１体     800円

千円

１日     580円

１日     250円

１日     200円

3,710 千円

１日     500円

１日     700円（自動車運転）

１月  5,000円

１月  3,000円

１月  5,000円

252

千円10

手当の種類（手当数） 17

１日     400円

千円

13

１件  2,000円

支給実績
(平成２５年度決算)

千円

千円

3,351 千円

千円

千円

2,165 千円

農薬を使用して植物の病害虫の防
除作業に従事する職

火葬作業火葬作業に従事する職

受益者負担金の徴収事務のため
出張業務に従事する職

１日     700円（自動車運転）

１月  3,000円

5

895

現に水路浚渫、側溝清掃、汚
泥収集及び舗装補修作業に
従事した場合

現に土木作業に従事した場
合

主な支給対象職員

市税の賦課徴収に従事する職

し尿処理作業に従事する職

第一水光園及び荒川南部環境セ
ンターにおいてスカム出し作業及
び沈砂除去作業に従事する職

し尿くみ取り立合い又は便そう調査
の作業に従事する職

ごみ処理作業に従事する職

千円

千円

千円

千円

1,701 １日     680円（自動車運転）

１日     650円

千円

42 千円

5,391 千円

269 千円

千円

3,168

9

39

千円

千円

3,162 千円

5,946

きょ 

きょ 
きょ 
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特殊自動車運転手当

消防職員夜間特殊業務手当

変則勤務手当

現に出勤した場合

消防手当

ポンプ自動車又は救急車の
機関作業（兼務）

深夜における勤務（３時間を
超える場合）

深夜における勤務（１時間を
超え３時間以下の場合）

ポンプ自動車又は救急車の
機関作業（専任）

土曜日（勤務時間が４時間以
上７時間４５分未満のとき。）

給食調理の作業（主）

日曜日及び祝日等

給食調理の作業（補助）

手当の名称

ポンプ自動車又は救急車の機関作
業に従事する職員

火災出勤に従事する職員

救急、救助作業に従事する職員

消防業務に従事する職員

現に出勤した場合

大型特殊自動車又は車両系建設機
械（ホイルローダーショベル・ブル
ドーザー（ドーザーショベル）・グレー
ダー・振動ローダー）の運転業務

大型特殊自動車又は車両系建設
機械の運転業務に従事する職員

深夜における勤務（１時間以
下の場合）

調理業務手当 給食調理の作業に従事する職

土曜日（勤務時間が７時間４５
分以上のとき。）

正規の勤務時間による勤務の一部
又は全部が日曜日等に行われる業
務に従事する職（消防職員を除
く。）ただし、管理職、時間外勤務
手当25/100が支給される職員には
支給しない。

主な支給対象職員 主な支給対象業務

千円

千円

１日     500円

１日     500円

１月   1,000円

１月　 1,300円

１月   　800円

左記職員に対する支給単価

１日     140円

１日       70円

１回     300円（放水作業従事）

１回     150円（搬送作業従事）

１日  　 100円

１日   　250円

１日   　350円

平日（土曜日を除く。）午後５時１５分
から午後１２時までの間に４時間以
上勤務した場合

１日  1,000円

１回     100円

１日  1,000円

千円

千円

１回     100円

千円121

183 千円

千円

400 千円

支給実績
（平成２５年度決

算）

851

13

2,479

千円

251 千円

千円183

75

381

338

909

1,236 千円

3,738

千円

千円
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 (5) 時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注） 職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（平成２５年度決算）」と同じ年度の４月１日の総職員数（管理職、

　 教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。

（6) その他の手当（平成２６年４月１日現在）

手　当　名

国の制度

通勤手当

管理職手当

同じ

　
7,000円

同じ
○電車・バスを利用する場合
６箇月等最長期間の定期代の額に応じ
て55,000円を限度に支給

扶養手当

持家

その他の扶養親族

6,900円

住居手当 4,500円

持家　(新築又は購入後5年
間）

11,300円

異なる

異なる
管理又は監督の地位にある職員に支給
支給率　6%～17%

その他の扶養親族

配偶者を有しない場合の１人
目の扶養親族

満１６歳の年度初から満２２歳の
年度末までの子

内容及び支給単価

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 平 成 ２ ５ 年 度 決 算 ）

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 平 成 ２ ４ 年 度 決 算 ）

国の制度と

272

異なる

355,300

6,500円

支 給 実 績 （ 平 成 ２ ５ 年 度 決 算 ）

支 給 実 績 （ 平 成 ２ ４ 年 度 決 算 ）

扶養親族でない配偶者を有する場合の１人
目の扶養親族

316

307,566

6,500円

との異同

配偶者　　　　　　　　　　　　

異なる

配偶者を有しない場合の１人
目の扶養親族

貸家･借間　家賃に応じた額
(限度27,000円）

○自動車等を使用する場合
距離に応じて　1,200円～23,000円

管理又は監督の地位にある職員に支給
定額制

14,000円

支給実績

○自動車等を使用する場合
距離に応じて　2,000円～24,500円

異なる内容

同じ
1人につ
き5,000
円加算

円千円

平均支給年額

168,419

84,346

（平成２５年度決算）

円

（平成２５年度
決算）

円

111,716

243,731

90,453

支給職員１人当たり

499,487

11,000円

120,876

制度なし

千円

68,009

円

配偶者 13,000円
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５　特別職の報酬等の状況（平成２６年４月１日現在）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

3 %

3 %

月分

月分

　　 （算定方式） （１期の手当額） （支給時期）

(注） １　給料及び報酬の（　）内は、減額措置を行う前の金額です。

２　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年=

　４８月）勤めた場合における退職手当の見込額です。

１　給料及び報酬の（　）内は、減額措置を行う前の金額です。

市 長

議 員

　　（平成２５年度支給割合）

副 市 長

期
末
手
当

区 分

議 員

議 長

3.95

副 市 長

給

料

議 長

報

酬

副 市 長

地
域
手
当

450,000

470,000

市 長

副 議 長

任期毎に支給920,000円×在職月数×4/12

副 市 長

438,800

637,000

542,000

463,500

副 議 長

市 長

920,000

14,720,000円

1,130,000

527,400

776,000

（参考）類似団体における最高／最低額

備　　　　考

10,864,000円 任期毎に支給

3.95

466,000

950,000

　　（平成２５年度支給割合）

給 料 月 額 等

市 長

退
職
手
当

770,000

720,000

776,000円×在職月数×3.5/12

670,000
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６　職員数の状況

（1)部門別職員数の状況と主な増減理由

人口1万人当たり職員数　　　　　　　　　　 人

（類似団体の人口1万人当たり職員数 人）

人口1万人当たり職員数　　　　　　　　　　 人

（類似団体の人口1万人当たり職員数 人）

人口1万人当たり職員数　　　　　　　　　　 人

（注） １　職員数は、一般職に属する職員数です。

　　　 ２　[     ]内は、条例定数の合計です。

事務の調整による減。

小　計

平成25年4月1日

12

57

0

平成26年4月1日

1,391

[   　   ］[    1,622  ］

57

　公
　営
　企会
　業計
　等部
　 　門

35

161

122

合　　計

41

総務

140

223 4

2

30

245

職 員 数

0

893

43.43

85

事務の調整による減。

主 な 増 減 理 由

87

1,403

下水道 28

＜参考＞

120 △ 2

68.81

△ 12

事務の統合、縮小による減。

[    1,622  ］

244

＜参考＞

給食センター等の減。

△ 1

1,281

61.46

62.87

21

△ 1

＜参考＞

民生

衛生 △ 2

44.08

小　計

臨時福祉給付金室設置等による増。

計

227

21

△ 2

205

2労働

消防

水道

136

162土木

一
般
行
政
部
門

891

12

0

0

△ 2

40

その他

教育部門 143

1,271

税務

議会

△ 7

0

　　　　　　　　区　　分

　部　　門

対前年
増減数

△ 10

35

138

普
通
会
計
部
門

△ 2

0205

商工

農林水産 △ 1
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（2)年齢別職員構成の状況（平成２６年４月１日現在）

（3)職員数の推移

※教育長1名を含む。

1,39031

143

151

893

245

27歳

～

未満

1,403

136148

1,293 1,281

24歳

区　分

183

人

31歳 43歳

155

20歳

～

人
～

-6.5%

28歳 52歳

人

109

904

3

平成24年平成22年

△ 96

消防

147 151

△ 17

170

人人

過去5年間の増減数・
率

891

～

以上55歳

人 人

59歳

計

人人

32歳 40歳 48歳

～ ～

35歳 39歳

44歳

～ ～～

56歳20歳

47歳

36歳 60歳

人

平成23年

人

-32.0%

900

51歳

124 97

平成21年

1,3911,418

平成25年 平成26年

131

職員数

～

69

人

23歳

246244

-1.9%

△ 64

人

185 166200

908

普通会計計 1,334

246

教育

一般行政 903

1,3161,352

135

総合計 1,466 1,447

公営企業等会計計 132

1,487

△ 15

245

-11.1%

244

-6.0%

0

1,271 △ 81

120

0.0%

125 122

0

2

4

6

8

10

12

14

16

構成比 

５年前の構成比 

% 
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７　公営企業職員の状況
　(1)　水道事業
  　① 職員給与費の状況

ア　決算

職員給与費 　（参考）

　　　　　　　

（注） １　職員手当には退職給与金を含みません。
      ２　職員数は、平成２５年３月３１日現在の人数です。

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成２６年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

（注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。  

 ③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

千円 千円

（平成２５年度支給割合） （平成２５年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

 月分  月分  月分  月分

（ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置    職制上の段階、職務の級等による加算措置

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合です。

イ　退職手当（平成２６年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

－ 千円 千円 １人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

（注） 「退職手当の１人当たり平均支給額」は、平成２５年度に退職した職員に支給された平均額です。

　　　　給与費 　　B/A

　質収支

　　　　　　Ｂ／Ａ める職員給与費比率

純損益又は実 総費用に占める

平成２４年度の総費用に占

1.351.35

1,403

総費用

職員給与費比率

130,805

　　計　　Ｂ

千円

熊谷市(企業職）

％

221,439 5.9

Ｂ　

52.4443.70

36.5730.82

熊谷市(企業職以外）

27.025

１人当たり平均支給額（平成２５年度）

43.70

0.65

21.62

基本給

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

平　均　年　齢

千円人

Ａ  

千円平成
２５年度

千円

202,279

職員数

　　　　　　Ａ

平成
２５年度

職員手当

区　　分

千円　

給　 料 期末・勤勉手当

千円　　　　　千円

52.44

27.025

36.5730.82

52.44

％

平均月収額

（参考）団体平均

6,123

一人当たり給与費

6.8

一人当たり

202,27950,415

－

52.44

0.65

21.62

1.451.45

（２％～２０％加算）

１人当たり平均支給額

　　　　　　区　　分

熊   谷   市

45.0

区　　分

3,410,202

団 体 平 均

１人当たり平均支給額（平成２５年度）

344,529

1,416

2.60

342,822

21,059

489,49044.1

509,358

千円

　役職加算　５％～２０％ 　役職加算　５％～２０％

熊谷市(企業職以外）

2.60

9,569 25,324

52.44

熊谷市(企業職）

52.44

（２％～２０％加算）

定年前早期退職特例措置定年前早期退職特例措置

　　　　　千円

5,77935
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ウ　地域手当

（平成２６年４月１日現在）

千円

   円

％ 人 ％

％ 人 ％

エ　特殊勤務手当（平成２６年４月１日現在）

千円

　円

　％

※　特殊勤務手当については、市長部局の例によっています。

オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注） 職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（平成２５年度決算）」と同じ年度の４月１日の総職員数（管理職、

　 教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。

支給実績
（平成２５年度）

建設技術手当

変則勤務手当

手当の名称

千円

左記職員に対する支給単価

１日     500円

千円

１月  5,000円

１日  1,000円

１日  1,000円

１日     500円

4,308

支給対象地域

123,078

支給実績（平成２５年度決算）

3 35

一般行政職の制度（支給率）

支給職員１人当たり平均支給年額（平成２５年度決算）

支給対象職員数支給率

600支給実績（平成２５年度決算）

54,545

設計、測量、検査又は監督

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成２５年度）

日曜日及び祝日等

土曜日（勤務時間が７時間４５
分以上のとき。）

市長部局の手当数　17　うち該当手当数　2

主な支給対象業務

手当の種類（手当数）

支 給 実 績 （ 平 成 ２ ４ 年 度 決 算 ）

正規の勤務時間による勤務の一部
又は全部が日曜日等に行われる業
務に従事する職。ただし、管理職、
時間外勤務手当25/100が支給さ
れる職員には支給しない。

土木、建築又は電気の専門的技術
を有し、設計、測量、検査又は監督
に従事する職

主な支給対象職員

150

支 給 実 績 （ 平 成 ２ ５ 年 度 決 算 ） 4,493

3,384

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 平 成 ２ ５ 年 度 決 算 ）

支給職員１人当たり平均支給年額（平成２５年度決算）

100

0

0

土曜日（勤務時間が４時間以
上７時間４５分未満のとき。）

31.4

平日（土曜日を除く。）午後５時１５分
から午後１２時までの間に４時間以
上勤務した場合

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 平 成 ２ ４ 年 度 決 算 ）

3市内全域

千円600
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カ　その他の手当（平成２６年４月１日現在）

243,400その他の扶養親族 3,408

円千円14,000円

扶養手当
6,500円

満１６歳の年度初から満２２歳の
年度末までの子

扶養親族でない配偶者を有する
場合の１人目の扶養親族

同じ

円

配偶者を有しない場合の１人
目の扶養親族

1人につき
5,000円加
算

持家

11,300円

同じ

持家　(新築又は購入後5年
間）

4,500円

6,900円

管理職手当 同じ
管理又は監督の地位にある職員に支給
支給率　6%～17%

　
7,000円

同じ

○電車・バスを利用する場合
６箇月等最長期間の定期代の額に応じ
て55,000円を限度に支給

○自動車等を使用する場合
距離に応じて　1,200円～23,000円

通勤手当

住居手当

貸家･借間　家賃に応じた額
(限度27,000円）

2,918

千円

583,475

円

59,461

千円

2,082

3,252 162,575

円

手当名
（平成２５年度決算）

支給職員１人当たり
平均支給年額(平成２５年度

決算）

支給実績
一般行政職の制度と異なる内容

千円

配偶者　　　　　　　　　　　　

内容及び支給単価
一般行政職の
制度との異同
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